
   

2 6 日 獣 発 第 6 9 号 

平成 26 年 6 月 5 日 

 

地方獣医師会会長 各 位 

 

公益社団法人 日本獣医師会 

会 長  藏 内 勇 夫 

(公印及び契印の押印は省略) 

 

「平成 24 年産以降の稲及び麦に由来する副産物の取扱いについて」

の一部改正について 
 

このことについて、平成 26 年 5 月 30 日付け 26 生産第 712 号をもっ

て、農林水産省生産局農産部穀物課長から別添のとおり通知がありまし

た。貴会関係者に周知方よろしくお願いいたします。 

このたびの通知は、「平成 24 年産以降の稲及び麦に由来する副産物の

取扱いについて」（平成 24 年 9 月 7 日付け 24 生産第 1618 号農林水産

省生産局農産部穀物課長通知。平成 25 年 5 月 29 日一部改正）を、別添

新旧対照表のとおり一部改正した旨、連絡されたものです。 

 

 

本件内容の問合せ先 

公益社団法人 

日本獣医師会：事業担当 笹川 

TEL  03－3475－1601 
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